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７．３ 下水道等の整備 

瀬戸内海関係 13 府県における下水道の処理人口普及率は昭和 50 年度末で 28％（全国の同普及率 23％）、

令和４年度末で 81％（全国 80％）となっている。また、し尿の瀬戸内海への投入が禁止されて以来、し尿処

理施設の設置が進められてきた。 

① 水道の整備 

下水道の整備を処理人口で見てみると、昭和 50 年度末で 13 府県全体の処理人口は 920 万人であったが、

令和４年度末には 2,792 万人となった。下水道の処理人口普及率及び処理人口の推移を表 7－8 及び図 7－9

に、下水道整備計画を表 7－9 に、関係府県別下水道整備状況を表 7－10 に示す。 

表 7－8 関係 13府県の下水道普及率 

 
注）1. 関係13府県の数値は瀬戸内海地域以外も含めたもの。 

2. 平成23年度の全国の総人口は、東日本大震災等により人口を報告できない

22市町村を除いたもの。 

出典：人口：「全国市町村要覧」（市町村要覧編集委員会編）による 

処理人口：昭和60年度以前 「建設白書」 

平成２～13年度 国土交通省（旧 建設省）調べ 

平成 14 年度以降 「下水道統計」(社)日本下水道協会 

 
注）1. 瀬戸内海関係13府県の数値は瀬戸内海地域以外も含めたもの。 

2. 平成23年度の全国の総人口は、東日本大震災等により人口を報告できない22市町村を除いたもの。 

出典：人口：「全国市町村要覧」（市町村要覧編集委員会編）による 

処理人口：昭和60年度以前 「建設白書」 

平成２～13年度 国土交通省（旧 建設省）調べ 

平成 14 年度以降 「下水道統計」(社)日本下水道協会 

図 7－9 下水道の処理人口普及率及び処理人口の推移  

全国
総 人 口 処 理 人 口 処 理 人 口 普 及 率 全国処理人口普及率

(万人) (万人) (％) (％)
昭和50 3,252 920 28 23

55 3,360 1,144 34 30

60 3,440 1,394 41 36

平成 2 3,470 1,608 46 44

7 3,500 1,934 55 54

12 3,521 2,231 63 62

17 3,520 2,478 70 69

22 3,504 2,642 75 74

23 3,498 2,664 76 75

24 3,492 2,725 78 77

25 3,535 2,738 77 76

26 3,535 2,751 78 77

27 3,525 2,763 78 77

28 3,515 2,772 79 78

29 3,507 2,782 79 78

30 3,497 2,789 80 79

令和 元 3,485 2,796 80 79

2 3,473 2,796 81 80

3 3,458 2,790 81 80

4 3,435 2,792 81 80
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表
7
－

9
(1

) 
下
水
道
整
備
計
画

 

 
（
単
位
：
百
万
円
）

区
分

第
1次

計
画

(
昭
和
38
－
4
2
年
度
)

第
2次

計
画

(
4
2－

46
年
度
)

第
3次

計
画

(
4
6－

50
年
度
)

第
4次

計
画

(
5
1－

55
年
度
)

第
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計
画

(
5
6－

60
年
度
)

第
6次

計
画

(
6
1－

平
成
2年

度
)

第
7次

計
画

(
3
－
7
年
度
)

第
8次

計
画

(
8
－
1
4
年
度
)

公
共

下
水

道
総

事
業

費
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6,
00
0
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0,
00
0

2,
03
0,
00
0

5,
45
5,
00
0

8,
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1,
00
0

7,
72
0,
00
0

10
,8
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,0
00

14
,1
20
,0
00

流
域

下
水

道
総

事
業

費
－

60
,0
00

36
0,
00
0

1,
25
0,
00
0

2,
23
0,
00
0

1,
76
0,
00
0

2,
56
0,
00
0

3,
40
0,
00
0

都
市

下
水

路
総

事
業

費
31
,0
00

50
,0
00
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,0
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0,
00
0

46
0,
00
0
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0,
00
0
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0,
00
0

23
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0
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定

公
共
下

水
道

総
事

業
費

13
,0
00
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,0
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,0
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,0
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,0
00
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,0
00
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,0
00
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,0
00
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

（
調
整
費
）

（
調
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）

（
調
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）

（
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）

総
計

44
0,
00
0

93
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0

2,
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0
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0
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00
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－
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1.
03

1.
35

1.
44

（
1）

下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
総

事
業

費

－
30
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表 7－9 (2) 下水道整備計画 

（2） 社会資本整備重点計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）計画内容を「事業費」から「達成される成果」に変更した。  

区 分

約9万戸（H14）→約6万戸（H19）

51％（H14）→54％（H19）

11％（H14）→17％（H19）

約14.8万戸（H19）→約7.3万戸（H24）

約48％（H19）→約55％（H24）

内水 約6％（H19）→100％（H24）

約65％（H19）→約93％（H24）

約27％（H19）→約56％（H24）

河川：約71％（H19）→約75％（H24）
湖沼：約55％（H19）→約59％（H24）
三大湾：約71％（H19）→約74％（H24）

約25％（H19）→約30％（H24）

約23％（H18）→ 約39％（H24）

約34％（H23年度末）→約70％（H28年度末）

約6.1万戸（H23年度末）→約4.1万戸（約3割解消）（H28年度末）

約53％（H23年度末）→約60％（H28年度末）

内水：約15％（H23年度末）→約100％（H28年度末）

約6％（H23年度末）→約100％（H28年度末）

約13％（H22年度末）→約29％（H28年度末）

約129万t-CO2/年（H21年度末）→約246万t-CO2/年（H28年度末）

約87％（H22年度末）→約95％（H28年度末）

約33％（H23年度末）→約43％（H28年度末）

約51％（H23年度末）→約100％（H28年度末）

下水道バイオマスリサイクル率

第1次計画
（H15-19年度）

第3次計画
（H24-28年度）

指　　　　標
注）

第2次計画
（H20-24年度）

下水道施設の長寿命化計画策定率 0％（H19）→100％（H24）
下水道処理人口普及率 約72％（H19）→約78％（H24）
汚水処理人口普及率  約84％（H19）→約93％（H24）

下水道に係る温室効果ガス排出削減  約216万ｔ-CO2

合流式下水道改 約25％（H19）→約63％（H24）
河川・湖沼・閉鎖性海域における汚濁負荷削減率

良好な水環境創出のための高度処理実施率

汚水処理人口普及率　76％（H14）→86％（H19）
下水道処理人口普及率　65％（H14）→72％（H19）
床上浸水を緊急に解消すべき戸数

合流式下水道普及率　15％（H14）→40％（H19）

環境基準達成のための高度処理人口普及率
下水道汚泥リサイクル率　60％（H14）→68％（H19）

下水道による都市浸水対策達成率

近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れがある戸数

下水道による都市浸水対策達成率

（重点地区）約20％（H19）→約60％（H24）

浸水時に人命被害が生じるおそれのある地下街等における浸水被害軽減対策実施率

ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合（内水）

防災拠点と処理場を結ぶ下水管きょの地震対策実施率

下水道に係る温室効果ガス排出削減

汚水処理人口普及率

良好な水環境創出のための高度処理実施率

下水道施設の長寿命化計画策定率

地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策実施率

過去10年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ浸水のおそれのある家屋数

下水道による都市浸水対策達成率

ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合

下水道津波BCP策定率

下水汚泥エネルギー化率
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表 7－9 (3) 下水道整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）計画内容を「事業費」から「達成される成果」に変更した。  

区 分

点検実施率

下水道事業分野で計画期間中100％の実施を目指す
下水道施設の長寿命化計画（個別施設計画）の策定率

―（H26）→100％（H32）
維持管理・更新等に係るコストの算定率

―（H26）→100％（H32）
維持管理に関する研修を受けた職員のいる団体

約50団体（H26）→約1,500団体（H32）
基本情報、健全性等の情報の集約化・電子化の割合

下水道事業分野で計画期間中100％を目指す
災害時における主要な管渠及び下水処理場の機能確保率

管渠：約46％（H26）→約60％（H32）
下水処理場：約32％（H26）→約40％（H32）

下水道による都市浸水対策達成率
約56％（H26）→約62％（H32）

ハード・ソフトを組み合わせた下水道浸水対策計画策定数
約130地区（H26）→約200地区（H32）

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定率
約2％（H26）→100％（H32）

良好な水環境創出のための高度処理実施率
約41％（H25）→約60％（H32）

汚水処理人口普及率
約89％（H25）→約96％（H32）

下水汚泥エネルギー化率
約15％（H25）→約30％（H32）

下水道分野における温室効果ガス排出削減量

約168万t-CO2（H24）→約316万t-CO2（H32）

下水道による都市浸水対策達成率
約60％（R1）→約64％（R7）

ハード・ソフトを組み合わせた下水道浸水対策計画策定数
約170地区（R1）→約200地区（R7）

水害時における下水処理場等の機能確保率
―（R1）→100％（R8）

災害時における主要な管渠、下水処理場及びポンプ場の機能確保率
管渠：約52％（R1）→約60％（R7）
下水処理場：約37％（R1）→約42％（R7）
ポンプ場：約31％（R1）→約38％（R7）

計画的な点検調査に基づく下水道管路の老朽化対策を完了した延長の割合
―（R1）→100％（R7）

地方公共団体等で維持管理に関する研修を受けた人数（河川/ダム/砂防/下水道）
4,832人（R1）→9,900人（R7）

約100団体（R2）→約1,400団体（R7）
管路施設のマネジメントに向けた基本情報等の電子化の割合

36％（R2）→100％（R7）
汚水処理施設の集約による広域化に取り組んだ地区数

―（R1）→300箇所（R7）
下水道分野における温室効果ガス排出削減量

約210万t-CO2（H29）→約352万t-CO2（R7）

下水道バイオマスリサイクル率
33.8％（R1）→45％（R7）

汚水処理人口普及率
91.7％（R1）→95％（R8）

良好な水環境創出のための高度処理実施率
56.3％（R1）→65％（R7）

第４次計画
（H27-R2年度）

適切なメンテナンスを推進するため、下水道使用料等の収入面、維持修繕費等の支出面
の更なる適正化に取り組む団体数

第５次計画
（R3-7年度）

指　　　　標
注）
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②汚水処理施設の整備等 

下水道、農村集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの各汚水処理施設における処理人口の普

及状況は、汚水処理人口普及率という指標で表されている。瀬戸内海関係 13 府県における令和５年度末の汚

水処理人口は 3,162 万人で、処理人口普及率は 93.3％となっている。 

汚水処理人口普及率及び処理人口の推移を表 7-11、図 7-10 に、令和５年度末における関係府県の汚水処理

状況を表 7-12 に示す。 

表 7－11 関係 13府県の汚水処理人口普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成22年度から令和５年度の全国の数値は、東日本大震災の影響により公表対象外であっ

た県及び市町村を除く値である。 

出典：環境省発表資料より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成22年度から令和５年度の全国の数値は、東日本大震災の影響により公表対象

外であった県及び市町村を除く値である。 

出典：環境省発表資料より作成 

図 7－10 関係 13府県の汚水処理人口普及率の推移 

表 7－12 関係府県汚水処理状況 （令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1. 総人口、整備人口は四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。 

2. 整備人口が０人の場合は、処理人口及び普及率を「－」で表示した。 

3. 全国の数値は、東日本大震災の影響により公表対象外であった福島県の一部の市町村を除く値である。 

出典：環境省発表資料より作成  

全　国
総 人 口 処 理 人 口 処 理 人 口 普 及 率 処 理 人 口 普 及 率

(万人) (万人） (％） （％）
平成10 3,520 2,378 67.6 66.3
15 3,522 2,762 78.4 77.7
20 3,507 2,980 85.0 84.8
25 3,525 3,132 88.9 88.9
26 3,516 3,145 89.4 89.5
27 3,507 3,156 90.0 89.9
28 3,498 3,165 90.5 90.4
29 3,486 3,173 91.0 90.9
30 3,474 3,179 91.5 91.4

令和元 3,464 3,180 91.8 91.7
2 3,448 3,180 92.2 92.1

3 3,423 3,170 92.6 92.6

4 3,408 3,169 93.0 92.9

5 3,389 3,162 93.3 93.3

瀬戸内海関係13府県
年 度
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理
人
口
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処
理
人
口
普
及
率

(年度)

処理人口普及率(瀬戸内海関係13府県)

処理人口普及率（全国平均）

処理人口（瀬戸内海関係13府県)

（万人）（％）

総人口
(千人)

京 都 2,478 2,447 [ 98.7 ] 2,368 [ 95.6 ] 37 [ 1.5 ] 42 [ 1.7 ] 0 [ 0.0 ]
大 阪 8,764 8,617 [ 98.3 ] 8,492 [ 96.9 ] 1 [ 0.0 ] 125 [ 1.4 ] 0 [ 0.0 ]
兵 庫 5,408 5,356 [ 99.0 ] 5,094 [ 94.2 ] 123 [ 2.3 ] 92 [ 1.7 ] 48 [ 0.9 ]
奈 良 1,310 1,196 [ 91.3 ] 1,093 [ 83.4 ] 6 [ 0.5 ] 96 [ 7.3 ] 1 [ 0.1 ]
和 歌 山 908 642 [ 70.7 ] 274 [ 30.2 ] 40 [ 4.4 ] 328 [ 36.1 ] 0 [ 0.0 ]
岡 山 1,842 1,640 [ 89.0 ] 1,299 [ 70.5 ] 33 [ 1.8 ] 308 [ 16.7 ] 0 [ 0.0 ]
広 島 2,737 2,483 [ 90.7 ] 2,122 [ 77.5 ] 48 [ 1.8 ] 312 [ 11.4 ] 1 [ 0.0 ]
山 口 1,301 1,171 [ 90.0 ] 903 [ 69.4 ] 57 [ 4.4 ] 210 [ 16.1 ] 0 [ 0.0 ]
徳 島 705 483 [ 68.5 ] 138 [ 19.6 ] 19 [ 2.7 ] 323 [ 45.8 ] 3 [ 0.4 ]
香 川 944 774 [ 82.0 ] 445 [ 47.1 ] 14 [ 1.5 ] 314 [ 33.3 ] 0 [ 0.0 ]
愛 媛 1,305 1,093 [ 83.8 ] 754 [ 57.8 ] 36 [ 2.8 ] 301 [ 23.1 ] 1 [ 0.1 ]
福 岡 5,081 4,806 [ 94.6 ] 4,285 [ 84.3 ] 50 [ 1.0 ] 465 [ 9.2 ] 6 [ 0.1 ]
大 分 1,106 916 [ 82.8 ] 617 [ 55.8 ] 29 [ 2.6 ] 269 [ 24.3 ] 1 [ 0.1 ]
13府県計 33,889 31,624 [ 93.3 ] 27,884 [ 82.3 ] 493 [ 1.5 ] 3,185 [ 9.4 ] 61 [ 0.2 ]
全 国 124,483 116,114 [ 93.3 ] 101,279 [ 81.4 ] 2,938 [ 2.4 ] 11,772 [ 9.5 ] 154 [ 0.1 ]

府県名
汚水処理人口計（千人）[汚水処理人口普及率(％)]

下水道 農業集落排水施設等 合併処理浄化槽 ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ
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③し尿処理施設の整備 

し尿処理の状況を表 7－13 に、し尿処理施設の整備状況を表 7－14 に示す。 

 

表 7－13 し尿処理の状況 （令和４年度府県別） 

 

注）13府県の数値は、瀬戸内海地域以外を含めたもの。 

出典：「日本の廃棄物処理 令和４年度版」（環境省、令和６年３月） 

 

 

表 7－14 し尿処理施設の整備状況 （令和４年度府県別） 

 

注）1. 13府県の数値は、瀬戸内海地域以外を含めたもの。 

2. 令和４年度内に着工した施設及び休止施設を含み、廃止施設を除く。 

出典：「日本の廃棄物処理 令和４年度版」（環境省、令和６年３月）  

区 分

府県名

し 尿 処 理
施 設

ご み 堆 肥
化 施 設

メ タ ン 化
施 設

下 水 道
投 入

農 地 還 元 そ の 他 小 計

全 国 125,634 97,436 172 2,370 20,755 120,734 17,618 21 115 1,629 20 73 19,476 31 19,507

京 都 2,565 2,380 0 21 95 2,496 115 0 0 63 0 0 179 1 180

大 阪 8,811 8,329 0 1 384 8,713 320 0 0 108 0 0 428 0 428

兵 庫 5,462 5,062 46 120 158 5,387 180 0 0 98 0 0 277 0 277

奈 良 1,326 1,020 4 5 247 1,276 207 0 0 2 0 0 209 0 210

和 歌 山 926 213 0 21 555 789 497 0 0 0 0 0 497 0 497

岡 山 1,867 1,193 0 32 467 1,693 524 0 0 35 0 0 559 1 560

広 島 2,775 2,064 1 42 472 2,579 521 0 0 72 0 0 593 2 595

山 口 1,329 868 0 52 321 1,241 360 1 0 51 0 1 412 3 415

徳 島 719 124 5 18 529 675 263 0 0 21 0 0 283 2 285

香 川 958 400 0 11 487 898 169 0 0 5 0 0 174 0 174

愛 媛 1,330 706 1 34 487 1,228 320 0 0 30 0 1 351 0 351

福 岡 5,156 4,193 8 30 588 4,819 921 0 49 91 0 0 1,061 1 1,062

大 分 1,124 550 1 18 462 1,030 405 0 0 0 0 0 405 9 415

13府 県計 34,348 27,103 66 405 5,252 32,826 4,801 1 49 575 0 2 5,429 20 5,449

集 落 排 水
施 設 等

浄 化 槽
人 口

合 計

計画処理量
自 家
処 理 量

合 計

（単位：人口＝千人、量＝千kl/年）

総 人 口

水 洗 化 人 口 く み 取 り し 尿 量

公 共
下 水 道

コ ミ ュ
ニ テ ィ
プ ラ ン ト

区 分

府県名 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力 施設数 処理能力

全 国 18 930 51 4,245 189 19,660 137 12,147 30 1,910 432 44,577 857 83,470

京 都 0 0 2 101 2 106 1 34 1 94 7 2,412 13 2,747

大 阪 0 0 0 0 4 451 3 482 0 0 10 1,152 17 2,085

兵 庫 0 0 1 45 3 190 3 73 1 44 15 1,029 23 1,381

奈 良 0 0 1 3 2 90 3 112 1 6 8 698 15 909

和 歌 山 0 0 0 0 5 504 2 521 1 131 5 481 13 1,637

岡 山 0 0 0 0 4 350 2 143 0 0 14 1,690 20 2,183

広 島 1 60 3 152 6 627 2 233 2 197 14 1,047 28 2,316

山 口 0 0 0 0 5 528 3 93 0 0 8 1,025 16 1,646

徳 島 0 0 2 140 5 417 2 45 0 0 7 416 16 1,018

香 川 0 0 0 0 1 174 2 135 1 2 5 537 9 848

愛 媛 0 0 0 0 3 212 2 68 1 25 6 838 12 1,143

福 岡 1 120 3 84 7 1,268 6 968 0 0 13 1,258 30 3,697

大 分 0 0 0 0 6 279 2 140 0 0 10 1,026 18 1,445

13府県計 2 180 12 525 53 5,196 33 3,047 8 499 122 13,609 230 23,055

(能力：kL/日)

嫌気性処理 好気性処理 標準脱窒素処理 高負荷脱窒素処理 膜分離処理 そ の 他 合　　計
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④浄化槽の整備等 

各種の浄化槽指導要領等に基づき合併処理浄化槽の設置を指導するとともに、高度処理の導入の指導を

行った府県もみられた。また、汚泥の引き抜き等の維持管理の徹底指導が実施された。 

関係 13 府県の浄化槽人口及び合併浄化槽人口の推移を図 7－11 に示す。 

 
注）1. 令和２年度以前は浄化槽人口に集落排水施設等人口が含まれる。 

  2．令和３年度以降は出典の公表区分に合わせて「合併処理浄化槽」、「単独処理浄化槽」及び「その他の浄化槽」を示

す。 

出典：平成 11 年度までは各府県報告、平成 12年度以降は「日本の廃棄物処理」（環境省）より作成 

 

図 7－11 関係 13府県の浄化槽人口及び合併処理浄化槽人口の推移 
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